
第 3期岩倉市地域福祉計画 令和５年度進捗評価シート                
 

基本目標 2 誰一人取り残さない、寄り添う支援がある地域（まち）づくり 

施策 （3） 多様な困難を抱える人への支援の充実 

＜現状と課題＞ 

・経済情勢の悪化や雇用環境の変化、貧困の世代間連鎖の問題等、経済的な困難に関する相談が全国的に増加しています。本市における生活保護世帯は令和 3年度まで微減傾向にありましたが、直近

では増加している状況です。 

・経済的な困りごとを抱える人に対し、生活保護に至る前の段階から早期に支援を行う「第 2のセーフティネット」として、平成 27年度から「生活困窮者自立支援法」が施行されました。本市においても

相談窓口を設置し、就労や居住確保等の一体的な支援を行っています。 

・また、検挙人員に占める再犯者の割合である「再犯者率」が上昇していること、再犯の背景には複雑な要因があり、仕事や住居がないことや経済的困窮があること等を踏まえ、平成 28年に「再犯の防

止等の推進に関する法律」が制定・施行されました。 

・経済的な困りごとを抱える人や犯罪をした人、希望していてもなかなか就労できない人等、様々な状況にある市民に対し、居場所や役割を持ちながら地域で暮らしていけるよう、総合的な支援が求め

られています。 

 
 

単位施策：15 生活困窮者等への支援 

・「生活困窮者自立支援法」に基づき、自立相談支援、就労支援、住居確保給付金等による支援を行います。また、市民や団体・事業者等との連携により、生活困窮者が早期に支援を受けられるよう、対象

者への情報発信やアウトリーチによる早期発見を進めます。 

成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 担当 
R3 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

就労支援プログラム参加者数 22人 ２６人      29人 
被保護者における参加者数は横ばいだが、生活困窮者

自立支援相談室による就労支援は、住居確保給付金に

係る就労支援等により増加した。 

福祉課 

事業 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

●生活自立支援相談室における相談・支援 福祉課 

生活の困りごとや不安を抱えている人
を対象に、家計改善事業や食料支援事業
等を活用し、生活困窮者の支援を実施し、
自立促進に寄与した。 

相談支援が継続的な支援につな
がるよう目標を一緒に考え計画作
成につなげていけるようにする。 

●住居確保給付金 福祉課 
離職や収入減少があった人に対して、

一定期間家賃助成をするとともに、就職
活動を支援し、自立助長につなげた。 

生活自立支援相談室にて引き続
き事業を実施し、就職活動支援を行
う。 

●生活福祉資金貸付等 社会福祉協議会 

74件の相談を受け付け、13件に対して
貸し付けを行った。また、自立支援相談室
等との連携により、貸付け以外の方法で
の自立支援を図った。 

安定した生活を送れるよう、さら
に関係機関との連携を図る。 

●住宅確保要配慮者に対する住宅確保 福祉課、都市整備課 
障がいのある方に対する自立生活援助

等の案内を行い支援に努めた。 
住宅確保要配慮者には、住宅に困

っているだけでなく、複合的な課題



 

 

のための支援 市営住宅が満室のため、空家入居者募
集を行い入居待機者を決定したが、令和
５年度は空家が生じなかった。また、随時
県営住宅やUR都市機構などの住宅紹介も
行った。 

を抱えている場合も多いため、包括
的な支援が求められる。 
市営住宅は 48 戸に対して常時入

居待機者がいる状況のため、退去が
ないと入居できず、住宅確保要配慮
者の入居希望に柔軟に対応できて
いない状況である。 

●その他   

単位施策：16 就労支援の充実 

・ハローワークや商工会、福祉サービス事業所等の関係機関と連携した就労支援を行い、多様な働き方ができる地域づくりを進めます。 

事業 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

●障がいのある人等の就労支援 福祉課 

尾張北部障害者就業・生活支援センタ
ー等と連携した相談支援により、一般就
労を希望する障がい者への就労移行支援
や就労定着支援の障がい福祉サービスの
支給を行い、一般の事業所で働くことが
困難な人には、就労継続支援（Ａ型・Ｂ
型）、生活介護等の障がい福祉サービスの
支給を行った。 

引き続き、尾張北部障害者就業・
生活支援センター、ハローワーク、
商工会等の関係機関と連携し、障が
い者の就労支援や障がい者雇用に
対する理解促進を行っていく。 

●ヤング・ジョブ・あいちやハローワーク等

との連携 
福祉課、商工農政課 

障がいのある方専用の求人票一覧を福
祉課の窓口に設置し、自由に閲覧ができ
るようにし、問い合わせ等があった際は
ハローワーク犬山を紹介した。 
ヤング・ジョブ・あいち、ハローワーク、

商工会及び近隣市町と連携して就職フェ
アを開催し、地元企業へ就職する機会を
創出することができた。また、愛知働き方
改革推進支援センターと連携して、ダイ
バーシティ経営に係る映画観賞会を実施
し、ダイバーシティ経営の普及や啓発を
図った。 

引き続き、ハローワーク等関係機
関や近隣市町等と連携して、多様な
働き方ができるよう支援していく。 
 

●就労支援プログラム 福祉課 

生活困窮者等が自立した生活を送るこ
とができるよう生活自立支援相談室や就
労支援員がハローワークと連携し就労支
援を実施した。 

引き続き、ハローワークと連携し
ながら支援を継続しているが、就労
支援の期間が長期化している。 

●その他   

単位施策：17 再犯防止の推進 

・犯罪をした人等が再び犯罪に手を染めてしまうことがないよう、就学、就労、住居、保健医療、福祉サービス等の関係機関等と連携し、必要な支援を行います。必要に応じて県や近隣市町との連携によ



 

 

り対応を進めます。 

成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 担当 
R3 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

更生保護に関する啓発活動の実施回数 0回 ２回      2回 
新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが

５類感染症に変更となったため、コロナ禍以前の行事

を再開することができた。 

福祉課 

事業 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

●住居・就労等の確保に対する支援 福祉課、商工農政課、都市整備課 

矯正施設・保護観察所・保護司等からの
犯罪をした人等に関する住居・就労等の
確保に関する相談はなかった。 

令和４年９月から矯正施設が市
を含む関係機関への適切な情報提
供を積極的に行うこととされてお
り、情報提供があった際には関係課
と連携して支援を行うことが求め
られる。 

●更生保護に関する啓発の実施 福祉課 

岩倉駅前及び市内スーパー等で社会を
明るくする運動街頭啓発を保護司会、更
生保護女性会、保健所等と協力して実施
した。また、保護司会と協力して第四児童
館で社会を明るくする運動ミニ集会を行
い、岩倉幹部交番の講話、ＤＶＤ上映会、
中学生による作文朗読を行った。 

引き続き、保護司会等と協力して
更生保護に関する啓発活動を実施
していく。 

●関係団体との連携や推進体制の整備 協働安全課、福祉課 

警察、学校、子ども・高齢者・地域を代
表する諸団体で構成する防犯ネットワー
ク会議（年４回）において、各種団体間で
の意見交換や活動情報を共有し、犯罪防
止に努めている。 
保護司会、更生保護女性会の活動を支

援し連携体制の整備に努めた。 

引き続き、各種団体との意見交換
や情報提供、防犯活動を実施してい
く。 
保護司会、更生保護女性会と連携

して再犯防止に取り組むとともに、
県や近隣市町等関係機関との連携
強化を図る。 

●その他   

事務局評価 
取組 

２ 

指標 

Ⅱ 

評価 

Ｂ 
評価理由 

コロナ禍以前の取組を再開させる等各種団体と連携して推進できている。住宅確保要配慮
者への支援については、市営住宅での対応のみでは難しいため先進事例の情報収集を行い
検討していく必要がある。 

推進委員評価 Ｂ 推進委員評価 

判断理由・コメント 
困難を抱える女性の問題を始め様々な困難への対応を充実してほしい。今後住宅セーフテ

ィネット法の改正によりセーフティネット登録住宅の使いにくさの解消が期待されるが、

住宅確保要配慮者へ公営住宅以外の支援が進むことに期待する。 

 
 
 
  
 



 

 

 


